
■連携開始日
2022年6月1日（水）

■連携内容
転出入時における宣誓書類の返還や申請
手続きを不要とし、転出時に継続使用を
申し出ることのみで、宣誓書類の継続使
用が可能

パートナーシップ宣誓制度における北見市との連携


